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秋田県公報

教 育 委 員 会 規 則

　　　教育委員会規則
　○秋田県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則（１・教育庁総務課）………………………………………１
　○市町村立学校職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則（２・教職員給与課）……………………………１

■　目　次　■

　 秋 田 県 教 育 委 員 会 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 教 育 委 員 会 委 員 長 　 佐 　 藤 　 一 　 成

秋 田 県 教 育 委 員 会 規 則 第 一 号

　 　 　 秋 田 県 教 育 委 員 会 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 秋 田 県 教 育 委 員 会 行 政 組 織 規 則 （ 昭 和 六 十 一 年 秋 田 県 教 育 委 員 会 規 則 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 十 五 条 第 三 項 の 表 中 第 八 号 を 削 り 、 第 九 号 を 第 八 号 と し 、 第 十 号 か ら 第 二 十 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

　 第 三 十 条 第 三 項 の 表 中 第 五 号 を 削 り 、 第 六 号 を 第 五 号 と し 、 第 七 号 を 第 六 号 と し 、 第 八 号 を 削 り 、 第 九 号 を 第 七 号 と

し 、 第 十 号 か ら 第 十 八 号 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 教 育 委 員 会 委 員 長 　 佐 　 藤 　 一 　 成

秋 田 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 号

　 　 　 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 市 町 村 立 学 校 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 秋 田 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
　 目 次 中 「 扶 養 手 当 」 の 下 に 「 、 地 域 手 当 」 を 加 え る 。

　 第 三 十 九 条 か ら 第 四 十 五 条 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

　 （ 本 章 の 規 定 に よ り 難 い 場 合 の 措 置 ）

第 三 十 九 条 　 特 別 の 事 情 に よ り 本 章 の 規 定 に よ る こ と が で き な い 場 合 又 は 本 章 の 規 定 に よ る こ と が 著 し く 不 適 当 で あ る

と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 教 育 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 、 別 段 の 取 扱 い を す る こ と が で き る 。

第 四 十 条 か ら 第 四 十 五 条 ま で 　 削 除

　 第 五 十 四 条 中 「 扶 養 手 当 」 の 下 に 「 、 地 域 手 当 」 を 加 え る 。

　 第 四 章 の 章 名 中 「 扶 養 手 当 」 の 下 に 「 、 地 域 手 当 」 を 加 え る 。

　 第 五 十 七 条 の 七 及 び 第 五 十 七 条 の 八 を 削 る 。

　 第 五 十 七 条 の 六 中 「 第 十 五 条 の 二 第 一 項 第 一 号 」 を 「 第 十 五 条 の 三 第 一 項 第 一 号 」 に 改 め 、 「 教 育 委 員 会 が 」 の 下 に

「 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 」 を 加 え 、 同 条 を 第 五 十 七 条 の 八 と し 、 第 五 十 七 条 の 五 の 次 に 次 の 二 条 を 加 え る 。

　 （ 地 域 手 当 を 支 給 す る 地 域 及 び 級 地 ）

第 五 十 七 条 の 六 　 条 例 第 十 五 条 の 二 第 一 項 前 段 に 規 定 す る 教 育 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 地 域 は 、 別 表 第 十

の 七 に 掲 げ る 地 域 と す る 。

２ 　 条 例 第 十 五 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 教 育 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る 級 地 は 、 別 表 第 十 の 七 に 定 め る と お

り と す る 。

　 （ 地 域 手 当 の 支 給 ）

第 五 十 七 条 の 七 　 地 域 手 当 は 、 給 料 の 支 給 方 法 に 準 じ て 支 給 す る 。

２ 　 条 例 第 十 五 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 地 域 手 当 の 月 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 を

も つ て 当 該 地 域 手 当 の 月 額 と す る 。 条 例 第 二 十 条 第 二 項 、 第 二 十 二 条 第 四 項 及 び 第 五 項 並 び に 第 二 十 三 条 第 三 項 に 規

定 す る 地 域 手 当 の 月 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き も 、 同 様 と す る 。
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　 第 五 十 七 条 の 八 の 二 中 「 第 十 五 条 の 二 第 一 項 第 二 号 」 を 「 第 十 五 条 の 三 第 一 項 第 二 号 」 に 、 「 第 五 十 七 条 の 六 第 一

号 」 を 「 第 五 十 七 条 の 八 第 一 号 」 に 改 め る 。

　 第 五 十 七 条 の 八 の 三 中 「 第 十 五 条 の 二 第 一 項 第 二 号 」 を 「 第 十 五 条 の 三 第 一 項 第 二 号 」 に 、 「 教 育 委 員 会 の 」 を 「 教

育 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 」 に 改 め る 。

　 第 五 十 七 条 の 十 一 第 一 項 、 第 五 十 七 条 の 十 二 第 一 項 、 第 五 十 七 条 の 十 四 第 一 項 及 び 第 五 十 七 条 の 十 五 中 「 第 十 五 条 の

二 第 一 項 」 を 「 第 十 五 条 の 三 第 一 項 」 に 改 め る 。

　 第 五 十 八 条 の 十 三 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ へ き 地 学 校 等 ）

第 五 十 八 条 の 十 四 　 条 例 第 十 七 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る へ き 地 学 校 等 は 、 へ き 地 教 育 振 興 法 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 四 年 文

部 省 令 第 二 十 一 号 ） に 定 め る 基 準 に 該 当 す る 学 校 等 と す る 。

　 第 五 十 九 条 か ら 第 五 十 九 条 の 三 ま で の 見 出 し 中 「 指 定 基 準 」 を 「 指 定 」 に 改 め る 。

　 附 則 第 九 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

第 十 条 　 条 例 附 則 第 二 項 第 二 号 、 第 五 号 及 び 第 六 号 並 び に 附 則 第 四 項 に 規 定 す る 地 域 手 当 の 月 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ

る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 を も つ て 当 該 地 域 手 当 の 月 額 と す る 。

　 別 表 第 十 の 六 の 次 に 次 の 一 表 を 加 え る 。

別 表 第 十 の 七 （ 第 五 十 七 条 の 六 関 係 ）

　 別 表 第 十 三 の 一 級 地 （ 昭 和 四 十 七 年 五 月 一 日 指 定 ） 大 葛 小 学 校 の 項 を 削 る 。

　 別 表 第 十 三 の 五 の 平 成 十 四 年 一 月 一 日 指 定 の 項 並 び に 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 指 定 大 沢 郷 小 学 校 の 項 及 び 西 仙 北 西 中 学

校 の 項 を 削 る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

支 　 　 　 　 　 給 　 　 　 　 　 地 　 　 　 　 　 域

　 広 島 県 安 芸 郡 府 中 町

級 　 　 　 　 　 地

　 五 級 地


